
 

 

令和８年５月２９日 

質 疑 回 答 書 

 

業務名 南越前町出会いの場創出支援事業 

質疑事項 回答事項 

質問年月日：令和８年５月２５日 

 

■会場について（仕様書 4 事業内容）  

①ASOBASEを会場に指定されているが、

敷地内のどこを利用しても良いのか。 

②当日は貸し切りとなるか。 

③テントやテーブル、イスの貸し出しは可

能か。また貸出可能な場合、数量はいくつ

可能か。１テントあたりの収容人数は何人

か。  

 

④音響設備はあるか。  

⑤飲食は ASOBASEからの提供を受ける

のか。飲食の持ち込みは可能か。施設内に

キッチンカー等の外部事業者の出店は可

能か。  

 

 

⑥ASOBASEの使用料は業務委託費から

捻出が必要か。 

※会場との交渉によるものであれば、当社

で企画段階で直接交渉いたします。 

 

■参加費について（仕様書 4 事業内容）  

①徴収した参加費は南越前町に納めるの

か、事業者の収益とするのか。  

 

②南越前町民参加者への参加費割引や、完

全無料等は行っても良いか。  

 

 

■会場について（仕様書 4 事業内容） 

①全面使用可能です。 

 

②当日は貸し切りです。 

③テント、テーブル、イスの貸出は可能です。 

また、貸出可能台数は、１～４人用テント６

張、５人～６人用ファミリーテント１張、グ

ランピング棟（４人用）３棟、４人用テーブ

ル６台、イス２４脚になります。 

④音響設備はあり、使用可能です。 

⑤飲食については、ASOBASEからの提供を

想定しておりますが、企画提案において

ASOBASEからの提供を受けないことも可

能です。 

飲食物の持ち込みも可能です。 

また、キッチンカーの出店も可能です。 

⑥については、ご認識の通りです。 

 

 

 

 

■参加費について（仕様書 4 事業内容） 

①事業者（受託者）の収益とします。 

また、参考見積書には、歳入金額を明記して

ください。 

②完全無料は不可としますが、南越前町の参

加者に対する割引については、提案可能とし



 

 

 

③「一連のイベントの参加費を事前に一括

徴収するなどの対応を行うこと」（参加者

の飲食代、体験料等は参加者から参加費と

して徴収し～）とあるが、キッチンカー等

の外部事業者が出店可能な場合において、

各事業者に徴収させても良いのか。 また、

参考見積書にはその金額も記載するのか。

※当日金銭の授受のやりとりが発生しな

いような仕組みを構築すべきかどうかの

確認がしたいです。  

 

■雨天時の対応（仕様書 4 事業内容） 

①「寒さ対策や雨天時における対応も想定

したプログラムとすること」と記載する一

方で 「雨天時の延期・中止を伴う対応」

とも記載があるが、自然災害等において当

日の中止が止むを得ない場合、延期する手

段があるのか。 

ます。ただし、参加費については、南越前町

と協議のうえで決定となります。 

③キッチンカー等の外部事業者が出店する

場合についても、事業者（受託者）が事前に

参加費としてまとめて徴収することとし、当

日イベント内での金銭授受は不可とします。 

なお、参考見積書には事業者（受託者）が徴

収する予定の金額も記載してください。 

 

 

 

 

 

■雨天時の対応（仕様書 4 事業内容） 

11月 3日（火）祝日に実施しますが、台風

等の雨天時や災害の場合は、中止または延期

する場合があります。 

なお、中止または延期の場合は、南越前町が

受託者と協議のうえ決定します。 

 

 

 

  


